
盛土による災害を防止する法律の制定に関する意見書 

 

 本年７月１日からの大雨により、静岡県熱海市において大規模な土石流災害が発生し、

多数の死傷者が出るなど甚大な被害をもたらした。 

 土石流の発生地点には、民間の事業者によって大規模な盛土がなされており、静岡県は

静岡県土採取等規制条例に基づき指導を行っていた。しかし、結果として、届出量を大き

く上回る不適切な盛土が行われ、その崩落が被害の甚大化につながったと推測されてい

る。 

 全国では、26都府県において盛土の規制に関する条例が制定されているところである

が、地方自治法の規定により罰則に上限が設けられているため、適正処理の徹底に限界が

あり、また、規制が緩い隣県への土砂の搬出など、実効性にも課題がある。 

さらに今後は、気候変動の影響により、局地的・集中的な豪雨の増加が予測されてお

り、不適切な工法により形成された盛土の不安定化も懸念される。 

よって、国におかれては、盛土による災害から国民の生命、財産を守るため、法制化

による全国統一の基準・規制を設けられるよう強く要望する。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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